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公用自動車（旧小学校軽トラック）を売却します公用自動車（旧小学校軽トラック）を売却します公用自動車（旧小学校軽トラック）を売却します
　村では公用自動車の更新に伴い、以下の車両を条件付き一般競争入札で売却します。
　売却を希望される方は、村ホームページに掲載の公告をご確認のうえ、諸手続きをされますようお知らせします。
■売却する公用自動車の主な概要
　車　　　種　ホンダ アクティ ４ＷＤ　１台　現状渡し
　登録年月日　平成５年１月２９日
　走　行　距　離　４０,４３３㎞（平成２８.９.１５現在）
　そ　の　他　各所錆取りの上、塗装あり
　　　　　　　スタッドレスタイヤ４本付
■入札参加資格確認申請書の提出期限
　１０月１９日（水）午後５時
■売却物件展示
　１０月１１日（火）午前９時～午後４時
■問い合わせ先　企画財政課　☎３４１－８５１０

　行政相談は国の仕事やサービス、各種制度の手続き等に関し、困っていること要望したいことについて相
談に応じ、その解決の促進を図るものです。総務省では、１０月１７日（月）～２３日（日）までの１週間
を「秋の行政相談週間」とし、行政相談制度を広く国民の皆さんに利用してもらうため、全国一斉に行政相
談を実施します。
　村では下記のとおり実施いたしますのでお気軽にご利用ください。相談は無料で秘密は厳守されます。

【パネル展示】
　日時：１０月１６日（日）　
　　　　午前９時３０分～
　　　　　　午後３時３０分
　場所：平林会館２階

秋の行政相談週間について　～行政に関する困りごとはありませんか～

【行政相談】　日　時：１０月１９日（水）
　　　　　　　　　　午前９時～正午
　　　　　　場　所：平林会館１階
　　　　　　相談員：竹下由美さん
　　　　　　住　所　大衡字薬師浦１０番地３　
　　　　　　　　　　☎３４５－６２２６

　１０月１日は、「法の尊重、基本的人権の擁護、
社会秩序の確立の精神を高めるための日」として
「法の日」と定められ、１０月１日からの１週間を
「法の日週間」として、裁判所、法務省、検察庁及
び弁護士会などでは、全国各地で各種の行事を開
催し、各団体では法律相談なども開催されており
ます。
　村においても宮城県司法書士会の協力により、
相続・売買・贈与等の不動産登記、会社・法人登
記の相談、訴訟、支払督促等に関することについて、
司法書士が皆様からの相談に応じます。
　相談は無料で秘密は固く守られますので、お気
軽にご相談ください。
■日時　１０月５日（水）　
　　　　午前９時～正午
■場所　平林会館 １階

法の日週間における法律相談

　固定資産税は、毎年１月１日（賦課期日）現在で、
村に土地・家屋・償却資産を所有している方にその
固定資産の価格に応じ、その年の４月１日から始ま
る年度の分として課される税です。
　家屋又は家屋の一部を取り壊した場合には、家屋
滅失届けを提出することにより、翌年からの固定資
産税は課税されません。該当する方は、税務課に家
屋滅失届を備えてありますのでお問い合わせのう
え、提出してください。
■問い合わせ先　
　税務課　☎３４１－８５１３

家屋の取り壊しをしたときは、
家屋滅失届をお忘れなく
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生活の中での悩み事、心配事などについてお
気軽にご相談ください。当日電話相談も受け
付けます。
開催日時　10/5（水）、10/12（水）、10/19（水）、10/26（水）
　　　　　午前９時～正午
場　　所　平林会館　１階　料理講習室
　　　　　☎３４５－６６３１

売買・贈与・相続等不動産登記、多重債務に
関する相談、成年後見制度（判断能力に不安の
ある方の財産管理）などについて、お気軽にご
相談ください。
開催日時　10/12（水）　午前９時～正午
場　　所　平林会館　１階　料理講習室

消費生活
相談窓口

消費生活に関する問題やトラブルなどにつ
いてお気軽にご相談ください。
開催日時
　10/5（水）、10/12（水）、10/19（水）、10/26（水）
　　　　　午前9時～午後4時
場　　所　平林会館　２階　第３研修室
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大衡村役場（直通電話）

総　務　課　　　　☎３４５－５１１１
企画財政課　　　　☎３４１－８５１０
会　計　室　　　　☎３４１－８５１１
住民生活課　　　　☎３４１－８５１２
税　務　課　　　　☎３４１－８５１３
産業振興課　　　　☎３４１－８５１４
都市建設課（建設管理係・都市計画係）
　　　　　　　　　☎３４１－８５１５
　　　　　　（上下水道係）
　　　　　　　　　☎３４１－８５１６
教育学習課　（教育総務係）　
　　　　　　　　　☎３４１－８５１７
公　民　館　（生涯学習係）
　　　　　　　　　☎３４５－２１９７
健康福祉課　　　　☎３４５－０２５３
議会事務局　　　　☎３４５－６０３０

お知らせ

■問い合わせ先　税務課　☎３４１－８５１３

村県民税（３期）
国民健康保険税（７期）
介護保険料（４期）
後期高齢者保険料（４期）

納税の
お知らせ

　納期は、１０月３１日（月）です。忘れずに納めましょう。
　口座振替の方は１０月３１日（月）に振替になります
ので前日までに残高をご確認願います。
　納期限までに納付されない場合、督促手数料や延滞金が
加算されることになり、また法律に基づき財産調査を行い、
差押えなどの滞納処分を行うこととなります。

～塩浪地区住宅団地造成工事進捗状況～～塩浪地区住宅団地造成工事進捗状況～～塩浪地区住宅団地造成工事進捗状況～
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　先月より村道沿線での擁壁設置工事を
進めています。また、引き続きの盛土工
事に加え、今月からは法面の緑化工事を
進めていきます。
　今後も防災対策や騒音等に配慮しなが
ら、良質な宅地となるよう工事を進めて
いきますので、皆様のご理解とご協力を
お願いします。


